
 
 

 

森町第２期人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略 

の延長について 

 

１ 総合戦略の延長について 

  現行の総合戦略を１年延長し、令和８年度までの期間とします。 

  その後、現在、策定している第 10 次森町総合計画へ統合し、計画の中で一体的な

取組としていきます。 

 

２ 総合戦略延長の理由 

  ・ 企業版ふるさと納税等の制度活用については、総合戦略の策定が要件となって

おり、現状のままでは、令和８年度の企業版ふるさと納税等の制度を活用できな

いため。 

  ・ 国においては、令和７年中に「地方創生 2.0」の具体的な施策を記述した総合

戦略を策定予定としており、都道府県及び市町村においても、地方版総合戦略の

検証及び見直しをするよう通知がきているため。 

・ 現在策定している第 10 次森町総合計画（令和８年度末策定予定）は、総合計

画と総合戦略を統合した計画とし、「地方創生 2.0」の内容を含めた計画を予定し

ているため。 

 

３ 延長する期間の数値目標等の設定について 

  ・ 計画の延長に伴い、数値目標年度等を「令和７年度」から「令和８年度」に変

更します。 

  ・ 現在、総合戦略に掲げている施策、数値を基本とし、新たな施策等の追加は行

いません。ただし、進行管理を図っていく中で、必要に応じて随時見直しを図っ

ていきます。 

 

 

資料７ 


